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は じ め に

幼稚園教育要領や小中学校の学習指導要領及び高等学校学習指導要領に 「障害のある，

幼児児童生徒などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，例えば指導

についての計画（個別の指導計画）又は家庭や医療，福祉，労働等の業務を行う関係機関

と連携した支援のための計画（個別の教育支援計画）を個別に作成することなどにより，

個々の幼児児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的

に行うこと 」とされています。また，特別支援学校学習指導要領は，前述のように特別。

支援学校が地域の小中学校等に対するセンター的機能を発揮するとともに，幼児児童生徒

の障害の重度・重複化，多様化に対応し，一人一人に応じた指導を一層充実することを求

めています。

県教育委員会では，平成２０年７月に策定された国の教育振興基本計画や本県のあるべ

き姿や進むべき方向性を示した「かごしま将来ビジョン」を踏まえ，１０年後を見据えた

本県教育の姿や平成２１年度から２５年度の５年間で取り組む施策などを示すものとし

て 「鹿児島県教育振興基本計画」を本年２月に策定しました。その中で，特別支援教育，

に関して 「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」の作成に関する達成目標を小中，

学校及び高等学校を含めて，１００％と設定しております。

県としましても，平成１８年度から特別支援教育アドバイザーを各教育事務所（支所）

に配置して，高等学校を含めすべての学校で校内委員会が設置されるなど，各学校等にお

ける特別支援教育の体制整備について一定の成果を挙げてきているところです。今後，こ

の体制がより実働的になるために，平成２１年度から新規事業として「地域支援ネットワ

ーク推進員」を教育事務所に配置し，文字通り地域支援のネットワークづくりに努めてま

いりたいと考えております。また，平成２０年度には各ライフステージをつなぐ「移行支

援シート」を作成し，平成２１年度から試行段階に入る予定です。

県教育委員会としましては，これらの取組により，各市町村教育委員会において地域特

別支援連携協議会を中核として，関係者が行動レベルでも情報レベルでも密接に連携しな

がら，更には個別の支援会議等まで実施できるような相談支援体制の整備を推進してまい

りたいと考えております。このような関係機関が連携した生涯を通じた支援体制を目指す

ために特別支援教育の手引き４として 「乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を，

目指して」をまとめました。これまでの手引き１～３と併せて活用して頂ければと思いま

す。

最後になりましたが，本冊子の作成に当たり，多大な協力をいただきました関係の市町

村教育委員会を始め，原稿執筆に当たっていただきました小中学校等の関係者に心から感

謝申し上げます。

平成２１年３月

鹿児島県教育委員会義務教育課長 黄 地 吉 隆
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乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援Ⅰ

１ 障害のある幼児児童生徒を取り巻く相談支援体制の現状

障害のある幼児児童生徒やその保護者に対して適切な相談支援が行われるようにする

ためには，乳幼児期から学校卒業後のそれぞれの段階にわたって，教育，福祉，医療，

保健，労働などの支援が適切に受けられるよう，関係機関が連携して一貫した支援体制

を整備する必要があります。

現在，教育，福祉，医療，保健，労働などの機関においては，概ね，以下のような相

談・支援の取組が行われています。

(1) 障害の早期発見に関して

・ 市町村における１歳６か月児健康診査，３歳児健康診査などの乳幼児健康診査

・ 市町村教育委員会における就学時の健康診断 など

(2) 発見後の相談に関して

・ 保健所や保健センター，児童相談所や児童総合相談センター（発達障害者支援

センター併設）などにおける育児相談，療育相談や発達相談

・ 特別支援学校や総合教育センター等における障害のある乳幼児やその保護者に

対する早期からの教育相談 など

(3) 発見後の支援に関して

・ 療育の場として，児童福祉施設等における専門的な指導訓練

・ 教育の場として特別支援学校，小・中学校の特別支援学級，通級指導教室，通

常の学級における指導 など

(4) 就労に関して

・ 公共職業安定所や地域障害者職業センター等における障害のある人に対する職

業相談や就業支援

・ 特別支援学校等における職業教育の一環としての産業現場等実習を含む就業体

験や進路相談，就労への移行支援 など

しかし，乳幼児健康診査等によって，特別な支援が必要であることを指摘されても，

障害のある幼児児童生徒やその保護者の側からみると，どのような機関が相談に対応し

てくれるのか分からなかったり，相談に対応する機関が変わるたびに障害の状態やこれ

までの支援の状況やニーズを繰り返して説明しなければならなかったりなど，十分な連

携の下での対応ができていないとの指摘もなされています。また，就学前から療育等支

援事業や児童デイサービスなどの福祉的な支援を受けていながらも，保護者が就学相談

を受けた後，教育委員会から特別支援教育の必要性を指摘されて当惑してしまうなどの

例もあり，福祉や教育などの関係部局が連携した早期からの相談体制の整備についての

要望等が出されている実情もあります。



- 2 -

２ 一貫した相談支援体制を目指す国の動向

平成１４年１２月に 「障害者基本計画」が閣議決定され，国としての障害者の支援，

のための計画が策定されました。その中で個別の支援計画に基づく乳幼児期から学校卒

業後を含めた一貫した支援体制を構築することの必要性が明記されています。

（基本方針）

○ 障害のある子ども一人一人のニーズに応じてきめ細かな支援を行うために乳幼

， ，児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育や療育を行うとともに 学習障害

注意欠陥多動性障害，自閉症などについて教育的支援を行うなど教育・療育に特

別のニーズのある子どもについて適切に対応する。

（施策の基本的方向から一部抜粋）

・ 障害のある子どもの発達段階に応じて，関係機関が適切な役割分担の下に，一

人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画（個別の支援計画）を策定して

効果的な支援を行う。

・ 乳幼児期における家庭の役割の重要性を踏まえた早期対応，学校卒業後の自立

や社会参加に向けた適切な支援の必要性にかんがみ，これまで進められてきた教

育・療育施策を活用しつつ，障害のある子どもやそれを支える保護者に対する乳

幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。

さらに 平成１９年１２月に「障害者基本計画」に基づき定められた「重点施策実施,
５か年計画」においても，次のことが示されています。

・ 教育，福祉，医療，保健，労働関係機関等が連携の下，一人一人のニーズに応

じた適切な支援を一貫して行うため，学校において，個別の教育支援計画の位置

付けの明確化，その策定・活用の推進を図る。

また，平成２０年３月に告示された幼稚園教育要領，小・中学校学習指導要領及び平

成２１年３月告示された高等学校学習指導要領では，障害のある幼児児童生徒一人一人

の教育的ニーズに応じた適切な支援を行う観点から，個別の指導計画や個別の教育支援

計画の作成に関する記述が盛り込まれました。そして，保育所保育指針（平成２０年３

月告示）においても同様の内容が盛り込まれています （資料編Ｐ３９～４０参照 。。 ）

このような国の動向を受けて，本県では，平成２１年２月に『鹿児島県教育振興基本

計画案』を策定し，以下のような具体的な数値目標を掲げ，支援体制の整備の推進を図

ることとしています。

○ 障害のある児童生徒に対する「個別の指導計画」の作成

・小～高 ４９．０％［１９年度］ → １００％［２５年度］

○ 障害のある児童生徒に対する「個別の教育支援計画」の作成

・小～高 ２８．２％［１９年度］ → １００％［２５年度］
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３ 一貫した支援の必要性

このような相談支援体制の現状や国の動向を踏まえ，医療，保健，福祉，教育などが

一体となって，障害のある幼児児童生徒やその保護者に対して一貫した相談支援を行っ

ていく体制づくりに取り組んでいくことが一層求められています。その必要性について

は，以下の２つの点にまとめられます。

(1) 生活をトータルにとらえた総合的な支援（横の連携）

幼児児童生徒は，学校だけでなく家庭や地域などで様々な人とかかわりながら生活

しています。一人一人の生活を豊かにしていくためには，学校生活だけでなく，家庭

生活や地域生活も含めた生活をトータルにとらえて，関係機関との連携の下に総合的

な支援を進めていくことが大切であり，一人一人のニーズに応じるための地域にある

社会資源のネットワークを形成することが重要になります。

(2) 生涯にわたる効果的な支援（縦の連携）

就学前から学校へ，義務教育から後期中等教育へ，学校から社会へとニーズや支援

内容が変化する時に適切な支援の継続を関係機関等の協力体制によって丁寧に行い，

生涯にわたる支援がより効果的に行えるようにすることが大切です。それらの移行期

に引継を確実にするとともに，ライフステージに応じた生涯にわたる支援を行ってい

くことを目指していきます。

図１ 生涯にわたる関係機関と連携した総合的な支援

卒 業 後 全ての生活を支援

生

高等学校・高等部 涯

に

わ

中学校・中学部 た

る

支

小学校・小学部 援

乳幼児期

地

域

生

活

家

庭

生

活
学校等や卒業後の

働く場での生活

本 人

教 育 福 祉 医 療 保 健

総 合 的 な 支 援

労 働

保護者



- 4 -

地域における相談支援体制づくりⅡ

障害のある幼児児童生徒や保護者への相談支援にかかわる教育，福祉，医療，保健，労

働などの関係部局間の連携協力を円滑にするためのネットワークとして 「特別支援連携，

協議会」があります。

この協議会は，教育委員会，保健福祉部局，衛生部局，労働部局及び大学やＮＰＯなど

の関係者で構成される組織です。

１ 特別支援連携協議会の設置

(1) 特別支援連携協議会の役割

本協議会の役割としては，次のようなことが考えられます。

ア 関係機関がもつ支援のための施策についての情報の共有化

イ 関係機関がもつ施策の連携の調整や連携方策の検討

ウ 相談支援のための全体計画の策定

エ 関係機関が連携して乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した支援を行

うための計画である「個別の（教育）支援計画」のモデルの策定

オ 相談支援にかかわる情報の提供

連携協議会によるネットワークの構築を通して，障害のある幼児児童生徒にかか

わる教育，福祉，医療，保健，労働などの横の連携によるサービスの提供が充実さ

れます。

また，障害のある幼児児童生徒の乳幼児期から学校卒業後までの各段階における，

具体的な支援策を引き継いでいくことによって，縦の連携によるサービスの提供が

充実されます。

このような横と縦の連携が細やかになされていくことで，本人や保護者の相談支

援ニーズにこたえられる総合的な支援体制づくりを目指しています。

(2) 本県における特別支援連携協議会の取組状況

現在，本県では，県及び各教育事務所（支所）に特別支援連携協議会を設置してお

り，( )で述べたような内容の協議を行っています。1
例えば，平成２０年度の鹿児島県特別支援連携協議会では，文部科学省の委嘱事業

である「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」や本県独自の「特別支援教育

アドバイザー配置事業」などの事業内容の検討，また 「個別の教育支援計画」の作，

成や「移行支援シート」などを活用した関係機関と連携した総合的な支援体制づくり

に関する検討などを行いました。

また，各教育事務所（支所）単位での特別支援連携協議会では，より地域に密着し

た関係機関が参画し，各地域の特別支援教育の推進状況や課題についての検討，市町
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村単位の特別支援連携協議会の設置に向けての関係機関との連携の在り方，相談支援

ファイル等を活用した支援の在り方 特別支援教育支援員の活用などについて地域の, ,
実情を反映した具体的な方策の検討がなされています。

しかし，各教育事務所（支所）単位の連携協議会は，各機関等の代表者から構成さ

れており，個別の相談・支援ニーズについて，具体的な支援策等を検討することには

限界があります。

そこで，すべての市町村において連携協議会を設置し，各自治体を単位とした実務

担当者レベルのネットワークの構築と総合的な相談支援体制の確立を目指していく必

要があります。実務担当者とは，各教育委員会の指導主事や就学指導・就学事務の担

当者，関係学校の教員（特別支援教育コーディネーター等 ，保健師，障害福祉関係）

課の担当者など，実際に幼児児童生徒や保護者の相談や支援の窓口になる担当者を意

味しています。

市町村単位の連携協議会では，各機関が提供できる情報やサービス内容の共通理解

だけでなく，個々の相談内容に応じた支援会議も行っていくことが重要になります。

県特別支援連携協議会

設置目的：県全体の特別支援教育の推進

協議内容：・特別支援教育推進に係る取組や課題の検討

・関係機関がもつ支援のための施策についての情報

の共有化

・施策の連携の調整や連携方策の検討 など

地域特別支援連携協議会（教育事務所（支所 ））

設置目的：地域における特別支援教育の推進

協議内容：・地域の特別支援教育推進に係る取組や課題の検討

（市町村単位の協議会の設置と機能化の推進）

・地域の関係機関がもつ支援のための施策について

の情報の共有化

・地域の施策の連携調整や連携方策の検討 など

市町村特別支援連携協議会

設置目的：実務担当者レベルのネットワーク構築と総合的な相

談支援体制の確立

協議内容：・関係機関との調整 ・個別の支援会議

・個別の教育支援計画の検討 など

図２ 特別支援連携協議会による特別支援教育体制の整備

全県

地 域

振興局

市町村又は

複数市町村
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２ 市町村単位の特別支援連携協議会の設置

(1) 市町村単位の連携協議会設置の在り方

， ， 。各市町村は それぞれの市町村の実情に応じて 特別支援連携協議会を設置します

図３にＡ市（想定）の特別支援連携協議会設置のイメージを示しました。Ａ市では，

全体会（市町村の関係機関の代表者による会議）と定例会（実務担当者の会議）の両

方を設置しています。市町村によっては，全体会は置かずに，定例会だけを設定する

こともあります。また，複数の市町村が合同で特別支援連携協議会を設置することも

考えられます。

市町村連携協議会

年２回程度全体会

年３回など定期的に開催定例会
（実務担当者の会議）

Ａさんの支援 Ｂさんの支援 Ｃさんの支援

ネットワーク ネットワーク ネットワーク

図３ Ａ市特別支援連携協議会を中心とした支援体制

○ 全体会

市町村における関係機関の代表者が参加し，各機関の情報等を調整，確認すると

ともに，相談支援を行う上での課題などを総合的に検討し，各地域における相談支

援体制の整備を促進します。

○ 定例会

教育，福祉，医療，保健，労働などにかかわる各機関の実務担当者が，定期的に

集まります。そこでは，各機関が個別に支援を行った事例の中で，情報の共有が必

,要であったり，更に総合的な立場から検討が必要であったりする事例を持ち寄り

検討を行います。また 「個別の教育支援計画」の作成について検討する場合もあ，

ります。

関係機関の代表，学識経験者等による

情報の調整・確認や実施状況上の課題を

。総合的に検討する

教育，福祉，医療，保健，労働などの

実務担当者の代表による関係機関との調

整，各事例における課題の検討や情報の

共有，教育支援計画の検討などを行う。

本人・保護者のニーズに応じて，関係

機関の実務担当者が連携し，個別に支援

策を検討する。各学校での支援会議等に

も相当する。
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(2) 連携協議会と個別の支援ネットワークの充実

このような，市町村連携協議会における全体会や定例会によって，日常的に関係機

関が連携し，地域における個別の支援ネットワークの充実が図られます。そうした個

別の支援のネットワークの例を図４に示します。個別の相談・支援ニーズは，幼児児

童生徒の発達や成長，生活環境の変化などに伴って様々に変化します。その時々にお

いて，幼児児童生徒が中心的にかかわる機関の実務担当者が，連絡調整の窓口になっ

て，支援のネットワークづくりを行い支援会議等を設定します。

教育関係

教育関係市町村指導主事

学校の担任

特別支援教育コーディネーター

福祉関係

Ｂさん・保護者福祉課担当者

保健関係福祉施設担当者

保健師

医療関係

主治医，臨床心理士

図４ Ｂさんの支援ネットワーク

このように，個別の支援ネットワークと市町村連携協議会における定例会や全体会

が 相互に連動し合い機能することを通じて 障害のある幼児児童生徒や保護者のニー, ,
ズに応じた支援体制が整えられていくことになります。その際，各事例等に関する個

人情報の扱いについては，関係機関間で十分に配慮していくことが必要です。

(3) 地域支援ネットワーク推進員の役割 ～つなぐ人～

県教委では，市町村レベルにおける支援ネットワークづくりを推進するために，地

域の関係機関と連携し，支援をスムーズにつないでいく役割を果たすキーパーソンと

して 「地域支援ネットワーク推進員」を平成２１年度から県内の教育事務所を中心，

に配置する予定です。ネットワーク推進員は，幼児児童生徒のニーズに応じた支援内

容や支援策を検討する支援会議等の設定，各市町村の連携協議会の促進などを行いま

す。

また 「地域自立支援協議会」や「自立支援相談支援専門員 （Ｐ９参照）などと十， 」

， 。分連携を図りながら 一人一人の個別の教育支援計画の作成や活用を促していきます
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市町村特別支援連携協議会の設置要綱例

ここでは，Ｔ市における特別支援連携協議会専門部会の設置要綱を紹介します。

Ｔ市は，人口規模も大きく，また，支援地域も広域にわたることから，全体会と

専門部会（前述の定例会と同様の実務担当者の代表者からなる会）の両方を設置

しています。専門部会は幼児児童生徒の相談や支援に直接かかわる実務担当者に

よる会であり，具体的な支援策について話し合う地域のネットワークの重要な役

割を担っています。

Ｔ市特別支援連携協議会専門部会設置要綱

（趣 旨）
第１条 発達障害を含めて障害のある幼児児童生徒に対応するために専門的

な事項を検討し，具体的に実践する，教育，医療，福祉等の関係部局・大
学，機関等の関係者からなるＴ市特別支援連携協議会専門部会（以下「専
門部会」という ）を設置する。。

（組 織）
第２条 専門部会は，次に掲げる者についてＴ市教育委員会（以下「教育委

員会」という ）が委嘱する。。
（ ） 医療機関代表者1
（ ） 相談機関，療育機関代表者2
（ ） 学校機関代表者3
（ ） 労働行政，福祉行政代表者4
（ ） その他，教育委員会が必要と認める者5

（任 期）
第３条 専門部会の部員の任期は，１年とする。なお，部員に欠員が生じた

ときの後任の部員の任期は，前任者の残任期間とする。
（所掌事項）
第４条 専門部会は，Ｔ市の発達障害を含めて障害のある幼児児童生徒の適

切な支援を行うための実施方法等について協議を行う。
（部長及び副部長）
第５条 専門部会に部長，副部長の各１人を置く。
（ ） 部長及び副部長は部員の互選によって決める。1
（ ） 部長は，会務を総理し，会議の議長となる。2
（ ） 部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは，副部長がその職務を代3

行する。
（専門部会）
第６条 専門部会は，年３回招集し，議案の審議を行う。
（庶務）
第７条 専門部会の庶務は，教育委員会学校教育課が担当する。
（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか，専門部会に関する必要な事項は，Ｔ

市特別支連携協議会専門部長が別に定める。
附 則

（施行期日）
１ この要綱は，平成○○年○月○日から施行する。
２ この要綱の施行後，最初に委嘱する部員の任期は，第３条の規定にか

かわらず，平成○○年○月○日までとする。
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「障害者自立支援法」に基づく地域の相談支援体制づくり

，平成１８年誰もが地域で安心して暮らせる自立と共生社会の実現を目的として

４月に が施行されました 「障害者自立支援法」では，障害， 。「障害者自立支援法」

のある人のニーズに合わせて複数のサービスを適切に結び付けて調整することや社

会資源の改善，開発等を行う相談支援事業の充実が不可欠です。相談支援事業を軸

としながら地域の支援体制を構築し，障害者等からの相談に応じ，それぞれの問題

について必要な情報の提供や助言を行い，必要な障害福祉サービス等につなげてい

くことを求めています。

そのために，相談支援事業をはじめとする地域支援システムづくりに関し，中核

的な役割を果たす定期的な協議の場（地域の関係者の連携）として，相談支援事業

者，障害福祉サービス事業者，保健・医療関係者，教育・雇用関係機関，企業，障

害者関係団体，学識経験者等からなる を市町村（複数市，「地域自立支援協議会」

町村や圏域単位での設置も可）が設置することとしています。

また，「障害者自立支援法」においては，地域の福祉に関する諸問題について，

障害者等，障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ，必要な

情報及び助言を行う を市町村の法定事業として位置付けています。「相談支援事業」

都道府県からの指定を受ける には， を配置「指定相談事業者」 「相談支援専門員」

して，サービス利用の計画や利用調整，その後のモニタリングを行うこととしてい

ます。専門員は，地域支援ネットワーク推進員同様に，地域におけるネットワーク

づくりのキーパーソンとなることが期待されています。

参 考

< 地 域 自 立 支 援 協 議 会 の 位 置 付 け >

（障害者自立支援法施行規則第６５条の１０）

法第７７条第１項第１号に規定する厚生労働省令で定める便宜は，訪問等の

方法による障害者等，障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握，必要な情

報の提供及び及び助言並びに相談及び指導，障害者等，障害児の保護者又は介

護者と市町村，指定障害福祉サービス事業者等，医療機関等との連携調整，地

域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を

行うための会議の設置その他の障害者等，障害児の保護者又は介護者に必要な

支援とする。


